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八
三
八
年
に
、
新
た
に
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

1
ヴ
の
取
り
分
と
し
て
指
定
さ
れ
た
部
分
は
、
ト
ゥ

l
ル
大
司
教
管
区
（
ル
グ
ド
ゥ
ネ

ン
ジ
ス
第
三
〉

に
集
中
し
、
そ
の
中
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ト
ゥ

l
ル、

ル
・
マ
ン
、

ア
ン
ジ
ェ
、

ナ
ン
ト
の
四
司
教
管
区
で
あ

る。
泊
、
乙
の
際
そ
の
境
界
線
上
で
問
題
と
な
る
の
は
シ
ャ
ル
ト
ル

O
年
の
司
教
を
特
定
し
得
な
W
。

（
サ
ン
ス
大
司
教
管
区
）

で
あ
る
が
、

乙
乙
で
は
、

八
三
七

t
八
四

管
区
内
の
ボ
ン
ヌ
ヴ
ア
ル

国

Oロロ
04mH・
回
O
E
S
－－Z
修
道
院
の
初
代
院
長
ガ
ウ
ス
マ
ル
ス

の
ωロ回，

BMWE回
は
、
ジ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
に
対
し
て
、
「
最
も
困
難
な
時
期
に
」
忠
実
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
乙
の
修
道
院
自
体
の

u
 

設
立
は
八
四
一
年
以
前
に
遡
り
得
な
刊
。お

n、
ト
ゥ

l
ル
大
司
教
ウ
ル
ス
マ
ル
ス
の
名
は
、
後
述
す
る
ル
・
マ
ン
司
教
ア
ル
ド
リ
ク
ス
の
、
八
三
七
年
四
月
一
日
付
の
二
文
書
に

つ
い
で
彼
は
八
四
六
年
六
月
の
エ
ペ
ル
、
不
ィ
公
会
議
に
、
彼
の
属
司
教
群
を
ひ
き
い
て
出
席
し
て
い
か
。
当
該
管
区
に
は

宮
山
口
同
l
冨
m三
宮

、

富

良

B
2
2
0
3
Z＆
g
Z
O
E
m
g
H
E
B、

見
ら
れ
る
。

サ
ン
・
マ
ル
タ
ン

マ
ル
ム
i
チ
エ

コ
ル
マ
リ
ク
ス

。。吋

gmH吋山口口帥
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年
（
森
〉

＝
ニ
七



シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

1
グ
、
八
四
O
年
〈
森
〉

＝
ニ
八

k
r
E
a・
〉
aMWHm邑ロ帥

の
三
修
道
院
が
あ
る
。
当
面
す
る
時
期
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
長
は
、

で
あ
っ
た
。
彼
は
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
白
骨
ロ
宮
げ
包
で
あ
り
、

八
三
四
年
以
降
、

マ
ル
ム

l
チ
エ
と
同
じ
く
、
ア
ラ
i
ル

八
三
七
年
か
ら
八
四
三
年
に
か
け
て
、

終
始
シ

ヤ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

1
ヴ
の
側
に
あ
っ
た
。
家
系
上
彼
は
、

後
は
、
パ
リ
伯
に
就
任
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
に
お
け
る
彼
の
後
任
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
〈
守
山

o
p
〈守山田口

5

ゃ
、
マ
ル
ム

1
チ
エ
に
お
け
る
後
任
切
ノ
ー
が
、
何
れ
も
俗
人
修
道
院
長
位
を
有
し
て
い
た
が
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ゥ

l
ル
伯
、
ナ
ン
ト

伯
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
と
を
思
え
ぽ
、
ア
ラ
l
ル
が
少
く
と
も
一
時
期
ト
ゥ

1
ル
伯
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
彼
は
ま
た
サ
ン
・
マ
ル

タ
ン
修
道
院
で
、
八
四
O
年
に
二
つ
の
足
跡
を
残
し
た
。
一
つ
は
、
ア
ル
ク
ゥ
イ
ヌ
ス
以
来
栄
え
た
当
修
道
院
の
学
校
教
育
の
無
料
化

で
あ
り
、
一
つ
は
コ
ル
マ
リ
ク
ス
修
道
院
長
ア
ウ
ダ
ケ
ル
〉
ロ
仏

R
F
2
と
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
な
る
も
の
と
の
聞
に
行
わ
れ
た

4
E詰
交
換

の
確
認
で
あ
る
。
ア
ウ
ダ
ケ
ル
修
道
院
長
は
、
フ
ェ
リ
エ

l
ル
修
道
院
長
ル

i
プ
ス
の
血
縁
者
。

g
g
a
E
5
5
と
見
ら
れ
て
い
る
。

お
、
初
・
マ
ン
司
教
聖
ア
ル
ド
リ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
弟
子
た
ち
が
記
し
た
A
の
g
S〉
官
民

av
に
よ
っ
て
、
豊
富
な
知
識
が
与

え
ら
れ
引
。
彼
の
父
シ
オ
ン
目
。
ロ
は
フ
ラ
ン
ク
又
は
ザ
ク
セ
ン
人
、
そ
の
母
ゲ
リ
ル
デ
ィ
ス
の
O
H
白
色
白
は
ア
ラ
マ
ン
又
は
バ
イ
エ
ル
ン

人
で
、
そ
の
血
は
王
家
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
。
事
実
彼
は
宮
廷
学
校
で
育
ち
、
メ
ッ
ス
司
教
ド
ロ
ゴ
ロ
ヨ
O
唱
に
品
級
を
授

け
ら
れ
て
、
そ
の
司
教
座
聖
堂
付
参
事
会
の
一
員
と
な
っ
た
。
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
は
彼
を
告
解
司
祭
と
し
て
い
る
。
八
三
二
年
に
ル
・
マ

ン
の
司
教
座
が
あ
く
と
、
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
は
と
の
座
を
彼
に
与
え
、
彼
は
当
時
の
ト
ゥ
！
ル
大
司
教
ラ
ン
ド
ラ
ン
ヌ
ス
ド
一
自
己
目
ロ
ロ

5

の
聖
別
を
受
け
た
。
ア
ル
ド
リ
ク
ス
は
、
す
で
に
メ
ッ
ス
で
養
成
し
た
弟
子
た
ち
を
連
れ
て
ル
・
マ
ン
に
入
っ
た
が
、
乙
こ
で
直
ち
に
サ

ン
・
カ
レ

lω
包己
1
0
丘
ω
F
ω
・の

2
－zp
m
修
道
院
と
事
を
構
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

ζ

の
修
道
院
は
司
教
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
面
で
の
完
全
な
独
立
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
三
八
年
四
月
に
、
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
介
入
に
よ
っ
て
、
司
教
と
サ
ン
・
カ
レ

l
修
道
院
長
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
盟
関
山
田
ヨ
ロ
ロ
品
と
の
争
い
が
顕
在
化
し
、
事
は
両
者
の
主
張
を
裏
づ
け
る
教
会
法
と
ロ
！
？
法

g
gロ
S

E

－－om
g
及
び
メ
ロ
グ
イ
ン
グ
家
の
そ
れ
に
遡
る
文
書
類
の
真
偽
を
め
ぐ
る
争
い
に
発
展
し
た
。
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ず
が
割
当

パ
リ
伯
ジ
エ
ラ
I
ル
の
兄
弟
で
あ
っ
た
し
、

さ
ら
に
ジ
エ
ラ
l
ル
の
離
反



て
ら
れ
た
時
期
の
ル
・
マ
ン
は
、
教
会
法
と
文
書
類
の
偽
造
の
「
一
大
ア
ト
リ
エ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
四

O
年
の
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ

の
死
は
、

サ
ン
・
カ
レ

l
修
道
院
を
ロ
テ
ー
ル
側
に
つ
か
せ
、

ア
ル
ド
リ
ク
ス
は
ル
・
マ
ン
か
ら
亡
命
し
て
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

l

ヴ
と
行
を
と
も
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

八
四
一
年
八
月
の
フ
ォ
ン
ト
ノ
ワ
の
戦
い
の
後
、
彼
は
よ
う
や
く
ル
・
マ
ン
に
帰
っ
た

が
、
サ
ン
・
カ
レ
！
修
道
院
は
八
五
五
年
ボ
ン
ヌ
イ
ユ
回
O
ロロ

2
ロ
の
会
議
で
、
独
立
を
保
証
す
る
文
書
を
獲
得
し
、
と
れ
に
は
ト
ウ
ー

ル
、
サ
ン
ス
、
ラ
ン
ス
、
ル

1
ア
ン
の
四
大
司
教
を
含
む
四
一
名
の
司
教
・
修
道
院
長
が
副
署
し
た
。
ア
ル
ド
リ
ク
ス
は
、
八
五
六
年
一

月
に
閉
店
し
た
。
当
該
管
区
に
は
、
上
記
サ
ン
・
カ
レ
！
の
他
、
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
サ
ン

ω田町三
i
J
ロロ
0
0
ロ
Fω
・
〈
門
店
三
吉
田
、
サ
ン
・
ピ
エ

au 

の
三
修
道
院
が
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
つ
い
て
も
当
該
時
期
の
修
道

ー
ル

ω・可
O
Rロ
由
。
。
の
ロ
ロ
戸
円
山
、

エ
－
フ
ロ
イ
ヌ
ム

開

σ円O
山口口
B

院
長
は
不
明
で
あ
る
。

て
彼
は
八
三
三
年
以
後
、

M
、
ア
ン
ジ
ェ
司
教
ド
ド
の
名
の
初
出
は
、
八
三
七
年
四
月
一
日
の
ル
・
マ
ン
司
教
ア
ル
ド
リ
ク
ス
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ

ア
キ
タ
ニ
ア
王
ピ
ピ
ン
の
文
書
局
長
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
一
貫
し
て
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・

八
七
二
年
四
月
一
六
日
の
文
書
に
い
た
る
ま
で
、
彼
は
多
く
の
王
文
書
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
八
七

シ
ョ

1
ず
の
側
に
あ
っ
た
模
様
で
、

九
年
十
一
月
九
日
夜
。

当
該
管
区
に
は
サ
ン
・
ト

l
パ
ン

印
釦
山
口
仲
〉
ロ
E
P
ω
・
〉
】
σ日
ロ
ロ
臼
修
道
院
が
あ
り
、

そ
の
修

ド道
ド院
の長
前エ
任フ
者ロ
でイ
あヌ
つス

7こ139〕

0 1.. ... ) 

r::r 
彼旨
は坦
当 Z

巴
u
g
E
は
、
八
二
九
年
か
ら
八
三
三
年
に
と
の
職
に
就
く
ま
で
、
ピ
ピ
ン
の
文
書
局
長
で
あ
り
、

ロ
ル
ゴ
ン
家
系
に
属
す
る
。

時
の
ル
・
マ
ン
伯
ロ
ル
ゴ
ン

問。同開。ロ

の
従
兄
弟
で
あ
り
、

ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
最
晩
年
に
彼
は
、

こ

の
皇
帝
と
息
子
ピ
ピ
ン
の
和
解
に
努
め
、

そ
の
功
と
、

ロ
ル
ゴ
ン
伯
の
口
ぞ
え
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
司
教
管
区
に
属
す
る
グ
ラ
ン
フ
ィ
ユ

の】田口］市
O
E－－の］釦ロロ
mw同
0
ロロ宮、

サ
ン
・
モ

l
ル
・
シ
ュ
ル
・
ロ
ワ

l
ル印刷戸

E
H
l
Z
E
H
l
g吋
l
F
a
s
修
道
院
長
位
を
、

同
じ
く
ロ
ル
ゴ

ン
家
出
身
の
ガ
ウ
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
後
を
襲
っ
て
得
た
。
彼
は
八
三
九
年
に
は
ポ
ワ
チ
エ
司
教
と
な
り
、
間
も
な
く
サ
ン
・
テ
ィ
レ

l
ル

ジ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
l
ず
、
八
四
O
年
（
森
）

二
ニ
九



ジ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
l
ヴ
、
八
四
O
年
ハ
森
〉

一回
O

宮
山
口

T
回
目
宮
町
0
・
m－
出
向
】
釦
吋
山
口
回
修
道
院
長
位
を
得
た
ら
し
い
。
ポ
ワ
チ
エ
司
教
と
し
て
の
彼
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
の
宮
廷
司

祭
長
常
岳
町
E
H
M
O
E
Z
を
兼
ね
、
従
っ
て
王
に
最
も
影
響
を
与
え
や
す
い
立
場
に
い
た
。
八
五
四
年
袈
。
彼
の
家
系
は
同
時
に
ポ
ワ
チ

エ
伯
ラ
ニ
ュ
ル
フ
一
世
阿

m
gロ
巳
同
同
（
何
回
ロ
ロ
O
ロ
M
H
）
に
つ
な
が
り
、
後
者
は
ア
キ
タ
ニ
ア
王
ピ
ピ
ン
の
義
兄
弟
ジ
エ
ラ
l
ル
の
子
で

4

M

M

 

あ
る
。
サ
ン
・
テ
ィ
レ
ー
ル
と
グ
ラ
ン
プ
ィ
ユ
の
両
修
道
院
長
位
は
、
ほ
ぼ
乙
の
家
系
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
サ
ン
・
ト

1
パ

エ
プ
ロ
イ
ヌ
ス
の
前
が
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
文
書
局
長
エ
リ
ザ
カ
l
ル
同
色
留
の
足
引
、

a
’
 

で
あ
お
。
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、
い
わ
ゆ
る

ン
の
そ
れ
は
、

エ
プ
ロ
イ
ヌ
ス
の
後
は
、
ラ
ン

ベ
ー
ル
伯

FOB
－Mo－－
E
B
Z
2
5
8
g
g

「
ギ
ィ
・
エ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
家
系
」

に
属
し
、

当
時
お
そ
ら
く
は
ナ
ン
ト
と
ア
ン
ジ
ェ
の
伯
を
兼
ね
て
い
た
。
乙
の
一
連
の
修
道
院
長
名
は
、

サ
ン
・
ト

l
パ
ン
修
道
院
の
重
要
性
を
示

サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン

m
m目見’
E
O
Bロゲ

ω・
2
2
0ロ
神
宮
田
修
道
院
長
は
、

が
、
と
の
人
物
は
、
グ
ラ
ン
プ
ィ
ユ
修
道
院
長
、
あ
る
い
は
後
に
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
争
う
に
い
た
る
、
ロ
ル
ゴ
ン
家
出
身
の
ル
・
マ
ン
伯
ゴ

国

ス
ペ
ル
の
m

呂田

Z
F
の
き
任
命
ユ
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

ぉ
、
ナ
シ
ト
司
教
聖
グ
ン
ハ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
八
三
七
年
四
月
一
日
に
、
ル
・
マ
ン
司
教
ア
ル
ド
リ
ク
ス
の

る
。
彼
は
八
四
三
年
六
月
二
回
目
、
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
司
教
座
教
会
堂
で
殺
さ
れ
た
。

し
て
い
る
。

当
時
ガ
ウ
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
m
w
g
t
R
Z闘
で
あ
る

「
遺
書
」
に
副
署
し
て
い

3
 

1
 

1
 
c・
p
－〈
HHH－
g
F
ロ。
M
』

H
H
g・
u－M
N
・口－

HM－AFM
由
・
回
叩
自
己
目
ロ
ロ
帥
は
八
二
九
年
の
パ
リ
第
六
公
会
議
か
ら
八
三
六
年
ま
で
そ
の
跡
を
追
え
る
。

彼
を
つ
い
だ
出
色
町
田
は
、
八
三
五
年
に
は
宵
宮
げ
1
2
で
あ
り
、

U
－h
p
は
八
四
五
年
四
月
（
ポ
1
グェ

l
公
会
議
）
を
司
教
と
し
て
の
初
出
と

す
る
。

p
p
は
、
「
八
四
O
年
頃
に
開
か
れ
た
サ
ン
ス
公
会
議
」
で
、
故
サ
ン
ス
大
司
教
〉

E
a
g聞
の
文
書
を
サ
ン
ス
司
教
当

g
E
が
確
認

し
た
際
に
、
同
色
町
田
闘
は
司
教
と
し
て
副
署
し
た
と
記
し
て
い
る
が
、
当
該
公
会
議
の
開
催
は
八
四
五
年
で
あ
る
（
国
岡
崎
回

E
t
F
E
F岡田
E
・

e－丘町－

H
〈ム－
V
H
N
O
）
。
。
・
。
・
に
よ
れ
ば
、
豆
島
邑
自
は
、

h
h・h
w
M
W

・
O
－
句
・
切
・
で
は
、
八
四
一
年
頃
の
ジ
ャ
ル
ト
ル
司
教
と
し
て
、

2
5ユロロ臼

あ
る
い
は
〈
曲
目

g仲
間
宮
田
そ
採
用
し
て
い
る
が
、
弘
通
豆
訟
で
は
採
っ
て
い
な
い
。
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VI[ 

八
三
九
年
五
月
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
お
け
る
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
の
最
大
の
収
穫
は
、
八
一
七
年
以
来
ア
キ
タ
ニ
ア
の
一
部
と
し

て
ピ
ピ
ン
一
世
に
与
え
ら
れ
て
い
た
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
（
サ
ン
ス
大
司
教
管
区
）
と
オ
l
タ
ン
（
リ
ヨ
ン
大
司
教
管
区
）
と
が
、

ァ
、
ヴ
ア
ロ
ン

と
と
も
に
彼
に
約
束
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
管
区
か
ら
は
そ
の
上
、
ラ
ン
グ
ル
、

ジ
ャ
ロ
ン
・
シ
ユ
ル
・
ソ
l
ヌ、

乙
の
乙
と
は
、
リ
ヨ
ン
大
司
教
ア
ゴ
パ

l
ル
の
大
抵
抗
を
生
ん
だ
筈
の
も
の
で
あ
る
。

初
、
リ
ヨ
ン
大
司
教
聖
ア
ゴ
パ

l
ル
は
亡
命
ヴ
ィ
ジ
ゴ

1
ト
人
で
あ
り
、
八

O
四
年
に
リ
ヨ
ン
の

そ
し
て
お
そ

ら
く
は
マ
コ
ン
が
彼
に
帰
属
し
、

nFO吋
mwHU山
田
口

OHUロ印

に
選
ば
れ
、
八

一
六
年
に
大
司
教
と
な
っ
た
。
彼
は
当
代
随
一
の
理
論
家
で
あ
り
、
彼
の
堤
言
は
そ
の
何
れ
を
と
っ
て
も
時
代
を
超
え
て
い
た
。
例
え
ば

帝
国
と
教
会
の
完
全
な
一
致
と
、
そ
れ
に
基
く
帝
国
統
一
法
適
用
の
要
求
、
法
廷
決
闘
禁
止
の
要
求
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
従
っ
て
、

ロ
1
7
を
本
拠
と
し
、
教
皇
か
ら
冠
を
う
け
た
皇
帝
ロ
テ
ー
ル
の
側
に
立
ち
、
八
三
三
年
の
サ
ン
・
メ
ダ
l
ル
・
ド
・
ソ
ワ
ソ
ン
の
痛

悔
文
の
執
筆
者
と
し
て
、
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
復
位
後
は
、
八
三
七
年
ま
で
ロ
テ
ー
ル
の
許
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
聞
大
司

教
織
を
代
行
し
た
ア
マ
ラ
リ
ウ
ス
〉
g
m
s
a広
田
と
彼
は
、
血
（
札
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
。
彼
は
八
四
O
年
六
月
六
日
、

ロ
テ
ー
ル
の
遠
征

に
随
行
中
に
、

サ
ン
ト
で
捜
し
た
。

当
該
管
区
に
は
、

ア
ニ
ア
l
ヌ
の
ベ
、
不
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
が
創
建
し
た
り
l
ル
・
バ
ル
ブ
己
丘
四
l

ω雪山口
S
B
B、
ア
ン
事
フ
ロ
、
不
イ

エ
ネ
ィ
〉
古
川
q－
〉
吾
川
凶
口
問
。
ロ
目
、
サ
ン
・
ラ
ン
ベ

l
ル

ωmZHlHNmgσOH件
、
サ
ヴ
ィ
ニ

ω雪山関口『・

nu 
F
h
u
 

〉
旨
ぴ
o
c
g－
凶
】
コ
〉
自
σ同
O
ロM
W
u

－
－
〉
自
げ
吋
O
口
町
釦
の
ロ
自
の
五
修
道
院
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

’A 
R
J
W
 

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
寄
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。

工
、
不
ィ
ル
」

切
出
号
0
・
F
E
E
∞R
E
S
以
下
、

サ
ヴ
ィ
ニ
と
は
、

27 

ラ
ン
グ
ル
司
教
管
区
と
そ
の
周
辺
と
は
、

八
三
七
年
と
八
三
九
年
の
関
係
史
料
に
お
い
て
、
何
れ
も
司
教
管
区
名
を
用
い
ず
、

回出宮
ω
や

g
g日

H
E
5
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
乙
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
司
教
は
、
八
二

O
年
頃
か
ら
八
三
八
年
十
二
月
二
一
日
ま
で

は
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
で
あ
り
、
彼
は
ま
た
デ
ィ
ジ
ョ
ン
巴
守
口
の
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
皆
目
己
切
片
山

gロ0
・
ω・
ω円

a
gロ
ロ
臼
の
修
道
院
長

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

1
ヴ
、
八
四
O
年
（
森
）

一
四
三



シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
1
ヴ
、
八
四
O
年
（
森
）

一
四
四

ee 

で
も
あ
っ
た
。
彼
の
後
継
者
と
み
ら
れ
る
テ
ウ
ト
パ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
八
四
二
年
に
な
ら
な
い
と
現
れ
な
い
か
ら
、
我
々
は
八
三
九

t
八
四

一
年
の
司
教
を
特
定
し
得
な
い
。
他
方
デ
ィ
ジ
ョ
ン
の
サ
ン
・
ペ
ニ
ー
ニ
ュ
的
色
己
l
切
宮
町
宮
0

・
ω・
図
。
巳
宮

g
修
道
院
長
イ
ン
ゲ
ル
ラ

ム
ヌ
ス
『
問
。
－
s
gロ
g
は
、
「
ロ
テ
ー
ル
皇
帝
の
第
一
年
」
（
八
四
O
年
）
に

A
0
1
2
8
5
2
$
E
G
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
、

ζ

の
時
期
に
限
っ
て
彼
を
ラ
ン
グ
ル
司
教
と
み
な
し
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
「
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
治
世
の
第
六
年
」

ハ
八
四
五
年
〉
に
は
、

AOVOH名目白
8MMCG
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
か
ら
、
彼
は
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
あ
っ
て
、
終
始
ζ

の
称
号
の
み
を
保

－O 
R
U
 

有
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
ム
l
テ
ィ
エ
・
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
冨

E
管
内
的
色
己
l
H
g
p
同

O
O
B
8
5
E
河内

w
o
g
g
修
道
院

“
 

長
モ
ド
イ
ヌ
ス
冨
oao山口
5
は
、
す
で
に
オ
l
タ
ン
司
教
で
あ
っ
ゎ
。
そ
の
他
乙
の
管
区
に
は
サ
ン
・
セ
l
ヌ
印
m
E円
lmo山口
0・
伊

ω？

a
g回
口
回
以
下
三
修
道
院
が
あ
る
が
、

ζ

の
地
方
の
、
ラ
ン
グ
ル
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
、
ォ
l
タ
ン
、
さ
ら
に
シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ
ル
・
ソ
l
ヌ

を
も
加
え
た
教
会
勢
力
の
均
衡
に
は
、
極
め
て
徴
妙
な
も
の
が
あ
っ
た
と
と
を
、
我
々
は
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ
ル
・
ソ
l
ヌ
司
教
は
、
八
三
七
年
ま
で
は
フ
ォ
グ
ァ
で
あ
り
、
後
任
司
教
ゴ
デ
ル
サ
ド
ゥ
ス
は
八
四
一
川
八

四
二
年
に
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
に
よ
っ
て
、
「
王
の
父
祖
の
慣
習
に
従
っ
て
」
宮
廷
か
ら
選
ば
れ
、
八
四
三
年
に
聖
別
さ
れ
わ
。

冨
ロ
o
の
名
を
挿
入
し
た
が
、
我
々
は
乙
れ
を
採
用
す
る
理
由
を

28 
の
・
。
・
は
こ
の
両
人
の
聞
に
、

も
た
な
い
。
当
該
管
区
に
は
サ
ン
・
ピ
エ

l
ル
白
色
口
同
l国
R
E
∞－

H
M
2
2田

P
E
E
5
5
Z、
サ
ン
・
マ
ル
セ
ル
・
レ
・
シ
ャ
ロ
ン

’e
 

ωmMg神
宮
R
O
O
T－伽白
l
n
E－opω
・
冨
ω
R
o－E
聞
の
ニ
修
道
院
が
あ
る
が
、
後
者
の
修
道
院
長
は
八
三
五
年
以
来
シ
ャ
ロ
ン
伯
ゲ
ラ
ン

の
忌
H
E・
4
q
R
Zロ
少
の
ω
ユロ

g
で
あ
り
、
彼
は
八
四
一
年
一
月
以
降
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ず
の
側
に
立
っ
て
重
要
な
働
き
を
す

一
切
の
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
ず
に
ミ
ロ

る
と
と
に
な
る
。

マ
コ
ン
司
教
ヒ
ル
デ
町
パ
ル
ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
、
の
－

n・
は
八
一
四
年
か
ら
八
五
O
年
ま
で
、
ロ
・
匂
は
八
一
四
年
か
ら
八
三
O
年

ま
で
そ
の
存
在
を
認
め
て
い
引
。
八
三
O
年
か
ら
八
五
O
年
に
い
た
る
二
十
年
聞
の
採
否
に
つ
い
て
は
、
何
れ
に
も
充
分
な
説
明
が
行
わ

29 



れ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
後
継
者
事
フ
ラ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
ス
回
目
宮
仏

E
q
5
∞
詰
ロ
弘
己

2
m
の
在
職
期
間
は
、
。
・
。
－
－

U
・同

も
が
八
五
三
年

t
八
六
二
年
と
し
て
い
る
か
ら
、
結
局
八
三
九
・
八
四
O
年
前
後
の
こ
の
司
教
座
は
、
空
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら

の
何
れ

ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
史
料
上
に
乙
の
管
区
の
名
を
残
さ
せ
な
か
っ
た
原
因
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ヒ
ル
デ
ィ
パ
ル

ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
て
は
、
八
二
五
年
に
同
司
教
が
伯
ゲ
ラ
ン
と
の
間
で
、
ロ
ロ
ロ
山
田

2
5
そ
の
他
の

4
日
ω
を
交
換
し
て
い
る
乙

と
で
、
こ
こ
か
ら
と
の
伯
を
マ
コ
ン
伯
と
し
、
さ
ら
に
ジ
ャ
ロ
ン
伯
に
し
て
サ
ン
・
マ
ル
セ
ル
・
レ
・
シ
ャ
ロ
ン
の
俗
人
修
道
院
長
で
あ

る
ゲ
ラ
ン
と
一
致
さ
せ
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
サ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
・
レ
・
マ
コ
ン
印
白
！
日
己
l
F自
民

g門

l
z
m
l
z
b
gロ

修
道
院
は
、
八
三

O
年
に
は
、
プ
レ
ス
切
話
回
目
辺
境
伯
に
し
て
パ
ジ
エ
回
b
m
p

伯
で
も
あ
る
ユ

l
グ
出
口
問
0
・
巧
日
間
O

の
手
に
あ
っ
た
。

我
々
は
こ
乙
で
、
八
三
九
年
に
お
け
る
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
の
最
大
の
収
穫
で
あ
る
、
ォ
l
タ
ン
、
ア
ヴ
ア
ロ
ン
、
ヌ
ヴ
ェ
ー

ル
の
三
伯
管
区
の
考
察
に
移
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ァ
、
ヴ
ア
ロ
ン
は
オ
l
タ
ン
司
教
管
区
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
司
教
管
区
は
オ
l
タ
ン
と
ヌ

ヴ
ェ
ー
ル
と
に
限
定
さ
れ
る
。
乙
れ
ら
は
ブ
ー
ル
ジ
ユ
（
ア
キ
タ
ニ
ア
第
一
首
都
大
司
教
座
）
と
と
も
に
、
何
れ
も
八
四
O
年
の
シ
ャ
ル

ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
の
動
向
に
、
重
大
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
。

つ
い
で
ト
ゥ

l
ル
に
向
う
が
、
恰
度

M
H
 

そ
の
時
期
に
あ
た
る
八
月
一
一
日
付
の
、
フ
ェ
リ
エ

l
ル
修
道
院
長
ウ
i
ド
の
書
簡
（
オ
ル
レ
ア
ン
司
教
ヨ
ナ
ス
宛
）
は
、
こ
の
王
の
行

程
を
予
告
す
る
と
と
も
に
、

ζ

れ
に
先
立
つ
ア
キ
タ
ニ
ア
で
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
。
八
月
一
一
自
に
、
同
修
道
院
の
｝
H
O
S
E
g
が
ア

ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
死
後
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
は
ま
ず
ブ
l
ル
ジ
ュ
で
集
会
を
聞
き
、

キ
タ
ニ
ア
遠
征
か
ら
帰
着
し
て
、
ア
キ
タ
ニ
ア
防
衛
〉
門
戸
巳
S
E
S
E
Z
E
が
三
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
第
一

は
ク
レ
ル
モ
ン
に
あ
り
、
オ
l
タ
ン
司
教
モ
ド
イ
ヌ
ス
と
ア
ヴ
ア
ロ
ン
伯
オ
l
ベ
ル
〉
己

Z
ユ
ロ
少
〉
己
】

2
円
の
指
揮
下
に
あ
る
。
第
二

は
リ
モ

1
ジ
ュ
に
あ
っ
て
、
故
ピ
ピ
ン
一
世
の
義
理
の
兄
弟
ジ
エ
ラ
l
ルの
O
B
Eロ
少
の

bsa
そ
の
他
の
指
揮
下
に
あ
る
。
第
三
は
ア

ン
グ
レ

1
ム
に
あ
っ
て
、
ル
ノ

l
河

o
g
o
E
Z♂
河

O
E
O
－a・】
NOロM
W

己
仏
伯
の
指
揮
下
に
あ
る
。

八
三
九
年
の
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
、
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
と
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

1
ヴ
が
ア
キ
タ
ニ
ア
の
何
処
ま
で
入

こ
の
こ
と
は
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
グ
、
八
四
O
年
（
森
）

一
四
五



ジ
＋
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

1
ヴ
、
八
四
O
年
（
森
）

一
四
六

れ
た
か
を
示
す
と
と
も
に
、

オ
l
タ
ン
司
教
と
ア
ヴ
ア
ロ
ン
伯
と
が
直
ち
に
ピ
ピ
ン
側
か
ら
離
れ
て
、

ル
イ
と
シ
ャ
ル
ル
の
側
に
つ
い
た

と
と
を
示
し
て
い
る
。

白田

乙
の
時
期
の
オ
l
タ
ン
司
教
モ
ド
イ
ヌ
ス
は
、

ス
大
司
教
エ
ポ
を
裁
〈
、
三
人
の
宮
内
出
口

2
0目
。
丘
町
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
時
の
宮
廷
文
人
テ
ォ
ド
ゥ
ル
フ
ス
寸
Z
o
E】問診ロ師、

ヴ
ア
ラ
フ
リ
ド
ゥ
ス
・
ス
ト
ラ
ボ
巧
己
主
ユ
門
古
田
臼

B
Z、
フ
ロ
ル
ス
ヨ

0
2田
等
と
の
交
友
で
知
ら
れ
て
い
る
。
残
年
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
前
記
サ
ン
ス
大
司
教
等
か
ら
リ
ヨ
ン
大
司
教
に
宛
て
た
八
四
二
咋
二
月
の
書
簡
が
、
「
最
近
の
オ
i
タ
ン
教
会
の
不
幸
と
永
い

混
乱
」
に
言
及
し
、
早
急
に
教
会
の
頭
を
選
任
す
べ
き
必
要
を
説
い
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
、
彼
の
死
は
八
四
O
年
末
か
八
四
一
年
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
管
区
に
は
フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
ィ
ヨ
雪
山
宮
司
・
司
－
雪
山
口
S
2
5
以
下
多
数
の
修
道
院
が
あ
る
。
フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
ィ
の
ア
デ
ヴ

30 

八
一
五
年
か
ら
姿
を
あ
ら
わ
し
、

八
三
五
年
の
テ
イ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
で
は
、

－フン

ア
ル
ド
ゥ
ス
〉
宏
司
山
富
ロ
少
〉
吋

2
S
5
5
修
道
院
長
は
、

a
H
V
 が

。
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
は
、
モ
ド
イ
ヌ
ス
司
教
の
後
任
ア
ル
テ
ウ
ス

ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
下
で
し
ば
し
ば
使
節
に
任
ぜ
ら
れ
、

八
四
O
年
に
設
し

〉
ロ
｝
M
O口問

に
対
し
て
、

モ
ド
イ
ヌ
ス
が
八
一
五
年
に
ル

イ
・
ル
・
ピ
ウ
か
ら
取
得
し
た
文
書
l
l
l
当
該
司
教
座
教
会
堂
の
所
有
と
、
乙
れ
に
帰
属
す
る
修
道
院
に
対
す
る
吉
－
B
ロ巳
S
目I
l
l－

を
、
八
四
三
年
に
確
認
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
修
道
院
は
、
サ
ン
・
タ
ン
ド

1
シ
ュ
的
問
日
ロ
マ
〉
ロ
仏

S
Z
Z］

ug－－日
onω
・〉ロ円四
O
口
E
g、

サ
ン
・
ピ
エ

l
ル
及
び
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ

ω回目ロ仲
l
E
2
8
2
ω
田町三
l同
2
0ロロ
O
〔

2
w可目。吋一〕・
ω・
MMAW門
店
曲
目
。
ロ

ω・
ωSMMFm自己的、

ωMHE件
l〉ロ
aonvo
品。

ωω
ロ
ロ
叩
口
、
セ
ル
ヴ
オ
ン
の
サ
ン
・
テ
プ
タ
l
ド
臼
田
吉
伸
l周
回
二

ω色。

ソ
l
リ
ウ
の
サ
ン
・
タ
ン
ド
l
シ
ュ

p. 
(I) 

。
0
2
0口
、
ヵ
ッ
シ
ア
コ
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン

ω包
己
l冨
MH
ユE
A
a
o
の宮回目
R
o
v、
メ

l
ヴ
ル
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン

ω曲目己
l冨
常
昨
日
ロ
色
。

富
。
包
括
的
・

ω・
宮
北
江
口
口
白
色
。
冨
ω
m
m
4
0
8
及
び
ク
l
シ
ュ
の
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ

E
E仲ーの
g
同
問
。
白
骨
の
O
Zの
Fopω
・
の

g荷山口凶

eo 
唱＆

。。】

ZAMgg
で
あ
る
。

白
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

l
ヴ
は
、
八
四

O
年
七
月
と
八
四
一
年
一
月
に
ブ
！
ル
ジ
ュ
に
滞
在
し
た
。
大
司
教
座
で
あ
る
ブ
ー
ル
ジ

ユ
（
ア
キ
タ
ニ
ア
第
一
〉
は
、
八
三
九
年
の
分
割
で
は
当
然
シ
ャ
ル
ル
に
属
す
る
筈
で
は
あ
る
が
、
乙
の
大
司
教
座
の
帰
属
に
は
徴
妙
な



問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
我
々
は
八
三
九
年
1
八
四
O
年
の
大
司
教
を
特
定
し
得
な
い
。
聖
ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
の
大
司
教
就
任
は
八
四
O

年
六
月
（
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
死
〉
以
前
で
は
な
く
、
八
四
一
年
一
月
以
後
で
も
な
い
。
ま
た
そ
の
前
任
者
ア
イ
ウ
ル
フ
ス
の
夜
年
が
明

ら
か
で
は
な
い
の
切
、
八
四
O
年
七
月
に
と
の
大
司
教
座
は
空
位
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
も
、
ブ
1
ル
ジ
ュ
を
中
心
と
す
る
ベ

リ
1
地
方
が
、
ピ
ピ
ン
二
世
が
好
ん
で
滞
在
し
た
地
方
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
断
定
は
、

乙
の
王
が
、
彼
の
民
営
一
】
目
的
で
あ
り
、
ピ
ピ

ン
派
で
も
あ
る
ケ
ル
シ

1ρ
ロ
0
3可
伯
家
の
出
で
あ
る
ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
を
、
ブ
ー
ル
ジ
ュ
大
司
教
と
し
た
と
い
う
推
定
と
関
連
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

第
一
に
こ
の
ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
が
ピ
ピ
ン
の
同
日
常
一
出
回
で
あ
る
と
い
う
断
定
は
、

八
四
O
年
七
月
二
九
日
付
の
ピ
ピ
ン
二
世
の
文
書
に
見

ら
れ
る
企
ロ
ゆ
ロ
a
m
g
片山内凶巴
O
B
ロ
O印可
E
F
H
N。門吉－
P
B
ロ
o
s
z
o
v－
A
O
E
O
B
出
品
。
ロ
ロ
O印可
0・
HNoaロ
ロ
ロ
ヨ
ロ
O
B
E
o
v・
A
B叩
B
o
s
s

同
】
吋
包
目
立
。
ρ
ロ
∞
出
門
富
山
口
O回
HH0・
HC】含】
p
g
ロ
o
s
z
o
v
k
基
づ
い
て
い
る
。
彼
が
大
司
教
就
任
以
前
に
、
何
れ
か
の
、
お
そ
ら
く
は
ソ

リ
ニ
ヤ
ツ
ク
∞
oロ
官

R
修
道
院
長
で
あ
の
か
と
す
れ
ば
、
如
上
の
一
切
の
肩
書
き
を
欠
く
表
記
は
奇
異
で
あ
る
。
又
彼
は
ケ
ル
シ
け
伯

の
長
男
で
あ
り
、
当
該
ケ
ル
シ

l
伯
が
八
四
O
年
乃
至
八
四
四
年
ま
で
生
存
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

ラ
ウ
l
ル
河
ωoc－
－
河
口
仏
O
】同】｝己的

上
記
八
四
O
年
七
月
の
文
書
の

河内）

E
－HMrs－
出
門
在
日
臼
ロ
O
回
芯
吋
が
、
大
司
教
ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
の
父
で
あ
っ
た
可
能
性
が
残
る
筈
で
あ

る
。
ブ
ー
ル
ジ
ュ
大
司
教
と
し
て
の
ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
の
選
任
は
、
八
四
O
年
七
月
か
ら
八
四
一
年
一
月
の
聞
に
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

ー
ヴ
と
、
当
時
ピ
ピ
ン
二
世
を
保
護
し
て
い
た
ケ
ル
シ

l
伯
家
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
、
極
め
て
政
治
的
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。

と
う
考
え
る
と
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
大
司
教
と
な
っ
て
数
年
後
に
、
彼
が
、

自
ら
の
デ
l
ヴ
ル
ロ
雪
－
B
一．〈日
O
R
o
p
ロ
OB

4
0
5
ロ凹
0
・
ロ
ロ
ロ
の
ヨ
ロ
山

8
8
8
修
道
院
に
対
し
て
行
っ
た
寄
進
の
確
認
を
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

1
ヴ
に
求
め
た
理
由
を
理
解
し
得

ょ
う
。
八
四
三
年
乃
至
八
四
四
年
に
、
レ
ス
ト
レ
（
サ
ン
・
ジ
ュ
ヌ

1
〉
円
開
閉
可
伊

ω田
町
三
人
M
o
n
g－
ω昨
日
常

5
0・
ω・の
0
5－
沼
田
修

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
！
ヴ
に
求
め
た
。
さ

道
院
長
ド
ド
は
、
ピ
ピ
ン
一
世
が
当
該
修
道
院
に
与
え
た
由
民
自
ロ
E
S白
文
書
の
確
認
を
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
l
ヴ
、
八
四
O
年
〈
森
）

一
四
七



シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
、
八
四
O
年
（
森
）

一
四
八

ら
に
八
五
五
年
（
九
月
二
九
日
）

に
自
ら
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
の
息
子
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ュ
ヌ
を
ア
キ
タ
ニ
ア
王
に
聖
別
し
た

サ
ン
・
シ
ュ
ル
ピ
ス

ョ
1
ヴ
に
求
め
て
い
る
。
ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
と
彼
の
大
司
教
管
区
の
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
に
対
す
る
対
応
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
た
も
の

的
丘
三
lω
己同誌の
0
・的・

ω巳
な
江
戸
同
臼
修
道
院
に
対
す
る
寄
進
の
確
認
を
、

シ
ヤ
ル
ル
・
ル
・
シ

ロ
ド
ゥ
ル
フ
ス
は
、

と
認
め
ら
れ
、
従
っ
て
後
者
の
権
威
は
、

。。

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
四

O
年
か
ら
、

乙
の
大
司
教
管
区
の
、
少
く
と
も
ク
レ
ル
モ
ン
以
北
で
は
認
め
ら
れ
て
い
た

旬
、
八
一
七
年
以
来
ピ
ピ
ン
一
世
の
下
に
あ
っ
て
、
八
三
九
年
に
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ず
の
手
に
渡
っ
た
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
（
サ
ン
ス

大
司
教
管
区
）
は
、
急
速
に
乙
の
事
態
に
順
応
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
該
年
度
の
司
教
は
、
八
四
一
年
の
そ
れ
と
同
じ
く
、

ン
ヌ
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ジ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
は
、
八
四
一
年
一
月
に
プ
ー
ル
ジ
ュ
に
赴
ζ

う
と
し
て
ヌ
ヴ
ェ
ー

ル
を
通
り
、
そ
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。
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HH－
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開
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ロ開
F
o
n
s－
ま
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M
g
a
g
r・
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Q
F
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O昨
日
広
田
宏
同
V
R－z
o宮
河
oag呂
田
同
岳
町
立
R
o－－－－

k
r
d
N
g
p
e・町民同・・
MM・
MM∞
Z
P
∞
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等
は
、
ケ
ル
ジ
l
伯
ラ
ウ
ー
ル
の
残
年
を
八
四
O
年
頃
と
し
た
が
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o
a
s
s－国吋
H
a
r
v
H
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は
、

U回
E
S
P
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s．FMM・
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0
H
E
r－ロ。

M円
M内
M口
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八
四
四
年
二
月
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ラ
ウ
ー
ル
伯
の
未
亡
人
ア
イ
ガ
ナ
〉
釘
g
w
の
寄
進
文
書
）
に
よ
っ

て
、
八
四
四
年
を
残
年
と
す
る
。
し
か
し
り
何
回

onZ
の
紀
年
は
、
一
年
ず
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
八
四
三
年
を
と
っ
た
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

八
三
八
年
か
ら
八
三
九
年
一
杯
、
ピ
ピ
ン
二
世
は
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ジ
ャ
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ク

E

g
の
修
道
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に
い
た
。
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・
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司
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ル
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岡
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｜
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す
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を
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1
 

3
 

1
 

1
 

0
 

8
 

1
 

1
 

8
 

1
 

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
l
グ
、
八
四
O
年
ハ
森
）

一五



1
 

8
 

1
 

ジ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

l
グ
ー
八
四
O
年
内
森
〉

H

－目。
M
叫

8
3
0
8
に
お
い
て
、

E
B同
窓
曲
や
宣
告
毒
患
が
他
の
司
教
以
上
の
特
権
を
有
す
る
と
と
を
否
定
し
て
い
る
点
を
も
指
摘
し
て

指
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
の
称
号
を
、

u・
』
♂
戸
田
Y

自
・
は
採
り
あ
げ
て
い
な
い
。

《

M・
o－
M
F
g
F
S由
1
8
2
u－
hm－
F
句
・
お
タ
司
教
ゲ
ル
ヌ
レ
ド
ゥ
ス
の
名
は
、
八
三
三
年
ま
で
し
か
追
え
な
い
（
前
注
問
所
掲
の
文
書
〉
。

ヘ
リ
マ
ン
ヌ
ス
の
名
は
八
四
一
年
に
は
じ
め
で
あ
ら
わ
れ
る
ハ
注
山
所
掲
の
文
書
〉
。
。
・

0
は
両
者
の
聞
に
フ
l
ゴ
I
一
世
間
a
o
H
を
置
く
が
、

ロ
・
河
は
と
れ
を
採
ら
な
い
。

z
a
E
8・ロ－
m
u
O悼
F
0
7同
P
E
E
F
e－
nhFMM・
MH・

2
m
g
p
g
h
q
E
r
g
s
s
Lら
・
？
∞
・
ロ
。

M
M
R
F
0
7国－
P
F
E
E－品市・丘町・・
MM－
NH－ロ－

H・
ζ

の
一
種
の
由
民
自
ロ
ロ
山
富
田
文
書
が
、
シ

宇
ル
ル
マ
l
－
一
ュ
、
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
の
文
書
の
確
露
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ピ
ピ
ン
一
世
の
そ
れ
の
確
認
で
も
あ
る
点
に
注
意
。
の
戸
伊
盟
国
F
E
E－

MM③
営
旬
、

a
N
u
e営
NHHY
叶
0・。・
0
は
さ
ら
に
、
八
四
三
年
一
月
一
二
日
に
ヘ
リ
マ
ン
ヌ
ス
が
ジ
ヤ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

1
グ
か
ら
、
A】

vad』j

E
E旨

9
8ロ
Ha岡山師

O
H
M
u
g
S
H
2
0－2
岱

0
8ア
と
名
づ
け
る
文
書
を
得
た
と
す
る
が
（
C
・
O
－出同・

n
o
F
s
r
g
a
n－
noFN由
由

1
8
0・

ロ
。
自
・
）
、
叶
，
g
回
目
。
司
は
乙
れ
を
回
n
S
皆

E
と
す
る
〈
吋
忠
明
白
岡
・
♀
白
可
宮

H
w
g
s宮崎・ロ・

MM－
mM∞ふ
8
・
由
。
怠
ω・〉。

C

．O．凶口－
noF
由

自

由

。

神

白

色

4・

C
・
O
－
M
口・

n
o
F
s
r
F
a
n－
no－－
g
？
ω
2・目。

HJ可・

3
曲師団
p

gミ
宮

r
g
g
g
p
H・
MM・
8
ω
I呂
町
・
目
。

HM∞
・
∞
問
。
、
陸
自
民
・

4
2
g
a
o
u
c・
p
－
M
戸

Hロ曲門司
s
g
F
ω
O向
、
ロ
。
〈
・
ヘ
リ
マ
ン

ヌ
ス
の
個
人
財
産
と
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
の
教
会
財
産
か
ら
、
彼
ら
に
対
す
る
給
養
を
設
定
す
る
決
定
は
、
八
四
九
年
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
の
HF041

同
』

E
E
F，
e・
忌
J

匂・
M
M
∞－

P
叩・

一五一

1
 

8
 

1
 

4
 

8
 

1
 

5
 

8
 

1
 

5
 

1
 

1
 

1
 

4
 

1
 

WI 

先
に
挙
げ
た
八
四

O
年
八
月
一
一
日
付
の
、

フ
ェ
リ
エ
！
ル
修
道
院
長
ウ

l
ド
が
オ
ル
レ
ア
ン
司
教
ヨ
ナ
ス
に
宛
て
た
書
簡
は
、
俗
人

で
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
の
側
に
つ
い
た
人
々
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
。

ク
レ
ル
モ
ン
で
は
、

オ
l
タ
ン
司
教
モ
ド
イ
ヌ
ス
と

と
司
も
に
、

ア
グ
ア
ロ
ン
伯
オ
l
ベ
ル
〉
ロ
宮
ユ
・
〉
E
V
O
H
Z
m
が
指
揮
を
と
っ
て
い
た
。
リ
モ

1
ジ
ュ
で
は
、
故
ピ
ピ
ン
一
世
の
官
民
中

。。唱
m
O
H
S
2回
で
あ
っ
た
ジ
エ
ラ

1
ル
の
h
v
s
a－の
o
s
a
g
が
指
揮
を
と
っ
て
い
る
。
ア
ン
グ
レ

l
ム
で
は
、
ル
ノ
l
伯
河
内
沼
宮
内
同



河
M
H

山口問ロ
a・
HNag
－aロ
m
g
s
g
が
指
揮
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
乙
の
書
簡
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ず
が
、
八
月
一

O
自
に
は
ト
ゥ

文
書
局
長
ル
イ

さ
ら
に
オ
ル
レ
ア
ン
ヘ
向
う
で
あ
ろ
う
乙
と
を
、

ー
ル
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
に
お
り
、

Eao雪印
2
9
8
2
d
s
g
z
豆丘町
O

問。

8
5
か
ら
の
情
報
と
し
て
伝
え
て
い
る
か
ら
、

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

目
白
色
。
目
的

gmw関口
M
W
O

乙
の
ル
イ
も
、
親
シ
ャ
ル
ル
的
立
場
を
と

そ
の
他
の
人
物
に
関
し
て
は
、
我
々
は
多
く
の
乙
と
を
知
っ
て
い
る
。
ジ
エ
ラ
l
ル

ハ
ク
レ
ル
モ
ン
）
伯
で
あ
り
、
ピ
ピ
ン
一
世
の
「
第
一
人
者
に
し
て
側
近
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
、
ル
イ
・
ル
・

ピ
ウ
の
娘
と
結
婚
し
、
従
っ
て
ピ
ピ
ン
一
世
の
義
理
の
兄
弟
で
あ
っ
た
。
彼
は
八
三
九

t
八
四
O
年
に
は
い
ち
早
く
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ

ョ
l
ヴ
の
側
に
つ
い
て
い
た
が
、
八
四
一
年
六
月
二
五
日
の
フ
ォ
ン
ト
ノ
ワ
の
戦
い
で
は
、
ピ
ピ
ン
二
世
・
ロ
テ
ー
ル
の
側
で
戦
死
し
て

関
い
引
。
ル
ノ
ー
は
エ
ル
ポ
l
ジ
ュ
図
。
号
告
側
。
伯
で
、
八
三
九
年
か
ら
ル
イ
・
シ
ャ
ル
ル
の
側
に
あ
り
、
八
四
一
年
に
シ
ャ
ル
ル
は
、

ナ
ン
ト
伯
ラ
ン
ペ

l
ル
二
世

F
m
B
σ
0
2
口
を
退
け
て
彼
を
ナ
ン
ト
伯
と
し
た
。
彼
は
さ
ら
に
マ
ル
ム
l
チ
エ
の
俗
人
修
道
院
長
と
な
っ

た
が
、
八
四
三
年
に
ラ
ン
ベ
ー
ル
二
世
と
戦
っ
て
死
ん
だ
。
彼
の
家
系
は
ル
ノ
l
・
ェ
レ
エ
ル
グ
エ
家
と
呼
ば
れ
、
弟
グ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
は

白
習

ト
ゥ

l
h
w
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
の
俗
人
修
道
院
長
と
し
て
、
ト
ゥ

l
h
w伯
を
兼
ね
て
い
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
乙
の
時
の
前
線
基
地
の
選
択
で
あ
る
。
リ
モ

i
ジ
ュ
・
ア
ン
グ
レ
l
ム
・
オ
l
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
ハ
ク
レ
ル
モ
ン
）
は
、

ほ
ぼ
東
西
に
一
直
線
に
つ
な
が
っ
て
、
ア
キ
タ
ニ
ア
を
南
北
に
二
分
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
指
揮
は
、
そ
の
地
を
管
轄
し
て
い

る
司
教
ま
た
は
伯
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
か
っ
た
。
リ
モ

1
ジ
ュ
に
は
、
リ
モ

l
ジ
ュ
伯
で
彼
も
ま
た
ピ
ピ
ン
一
世
の

A
m
g
o
G
で
あ
る
ラ

テ
ィ
エ

HNEぽ
叫
に
代
え
て
、
オ
1
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
伯
ジ
エ
ラ
l
ル
を
、
ア
ン
グ
レ

1
ム
に
は
、
同
地
の
伯
チ
ュ
ル
ピ
オ
ン
寸
ロ
司
向
。
ロ
に

代
え
て
エ
ル
ボ
l
ジ
ュ
伯
ル
ノ
ー
を
、
オ
l
ず
ェ
ル
ニ
ュ
に
は
オ
1
タ
ン
司
教
と
ア
グ
ア
ロ
ン
伯
と
が
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
チ
ュ
ル
ピ

オ
ン
が
間
喝
な
く
シ
ャ
ル
ル
を
捨
て
た
の
に
対
し
て
、
ラ
テ
ィ
エ
は
、
八
四
一
年
の
フ
ォ
ン
ト
ノ
ワ
の
戦
で
戦
死
す
る
ま
で
シ
ャ
ル
ル
の

側
に
あ
っ
た
。

オ
l
ベ
ル
の
名
は
と
の
時
に
し
か
現
れ
な
い
が
、

は
オ
l
ヴ
ェ
ル
ニ
ユ

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

1
グ
、
八
四
O
年
内
森
〉

一
五
三



シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
1
ず
、
八
四
O
年
ハ
森
〉

一
五
回

文
書
局
長
ル
イ
は
ル
・
マ
ン
伯
ロ
ル
ゴ
ン
と
シ
ャ
ル
ル
マ

l
ニ
ュ
の
娘
ロ
ト
リ
ュ

1
ド
の
聞
に
生
れ
た
庶
子
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
ロ

ル
ゴ
ン
家
に
属
す
る
と
と
も
に
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ず
や
そ
の
兄
弟
た
ち
に
と
っ
て
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
彼
の
文
書
局
長
就
任

は
八
三
九

t
八
四
O
年
で
あ
り
、
八
四
O
年
十
月
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
長
ヒ
ル
ド
ゥ
イ
ヌ
ス
が
ロ
テ
ー
ル
派
に
奔
っ
た
後
に
は
サ
ン
・

ド
ニ
修
道
院
長
と
な
り
、
サ
ン
・
ヴ
ア
ン
ド
リ
ユ
修
道
院
長
と
し
て
は
ヨ
セ
フ
ス
「
大
司
教
」
の
跡
を
つ
ぎ
ハ
八
五
三
又
は
八
五
四
年
〉
、

mm 

リ
ク
ボ
ド
を
つ
い
で
サ
ン
・
リ
キ
エ
修
道
院
長
と
も
な
っ
た
（
八
四
四
年
）
。

歴
代
文
書
局
長
と
同
じ
く
、

ウ

1
ド
書
簡
の
調
子
か
ら
判

断
し
て
、
彼
は
八
四
O
年
に
明
ら
か
に
親
ジ
ャ
ル
ル
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

4

ゥ
l
ド
の
書
簡
は
さ
ら
に
乙
の
頃
「
グ
ン
ボ
ル
と
ユ

l
グ
が
王
の
許
に
歎
願
し
て
帰
参
し
、
各
自
の
職
を
恢
復
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ぬ
習引

」
と
報
じ
た
。
グ
ン
ポ
ル
の

S
E
E－
の

gag－
品
医
師
は
、
ム
l
ズ
・
エ
ス
コ

l
両
河
の
問
、
す
な
わ
ち
八
三
七
年
の
分
割
に
お
け
ジ

M
開

ヤ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

l
グ
の
取
り
分
の
北
辺
の
伯
の
一
人
で
あ
れ
町
。
当
該
方
面
の
境
界
決
定
は
、
お
そ
ら
く
困
難
を
極
め
た
の
で
あ
ろ

M
四

ぅ
。
ュ

1
グ
国
民
同
0
・
国
民
間

g
は
サ
ン
ス
伯
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
こ
の
書
簡
は
「
当
該
王
（
シ
ャ
ル
ル
）
が
、
も
し
も
生
命

”
 

が
あ
る
な
ら
ば
、
八
月
二
四
日
に
、
キ
エ
ル
ジ
ー
に
着
く
こ
と
を
決
定
し
が
」
乙
と
を
報
じ
て
い
る
。

七
月
に
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ジ
ョ

l
ず
は
プ
ー
ル
ジ
ュ
で
、
ピ
ピ
ン
二
世
と
の
会
合
を
策
す
る
と
と
も
に
、
と
と
か
ら
ニ
タ
ー
ル
と
オ
l

銅

ジ
エ
〉
同
位
。
P
K
F
5
0
官
民
ロ
臼
と
を
ロ
テ
ー
ル
の
許
に
使
者
と
し
て
送
り
出
し
た
。
ニ
タ
ー
ル
は
、
サ
ン
・
リ
キ
エ
修
道
院
長
ア
ン
ギ
ル

ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
、

シ
ャ
ル
ル
マ
！
ニ
ュ
の
娘
ペ
ル
タ
と
の
息
子
で
あ
り
、
従
っ
て
ロ
テ
ー
ル
、

ル
イ
・
ル
・
ジ
ェ
ル
マ
ニ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ル

ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
兄
弟
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
い
彼
が
サ
ン
・
リ
キ
エ
の

ジ
ョ

l
ヴ
の
哨
に
あ
っ
た
乙
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
ォ
l
ジ
エ
は
、
彼
も
ま
た
、
ム

l
ズ
・
エ
ス
コ

l
両
河
の
聞
の
伯
の
一
人
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
付
。
彼
ら
二
人
は
ロ
テ
ー
ル
か
ら
臣
従
を
強
請
さ
れ
た
が
、
「
忠
誠
を
や
ぶ
っ
て
彼
に
つ
く
と
と
」
を
拒
否
し
た
の
で
、

ea 

テ
ー
ル
は
彼
ら
の
職
を
剥
容
し
た
。

包
4
0
8
宮
聞
で
あ
っ
た
乙
と
、
彼
が
終
始
シ
ャ
ル
ル
・
ル

ロ



ム
i
ズ
・
セ

l
ヌ
両
河
の
閣
の
住
民
は
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
が
ロ
テ
ー
ル
に
先
ん
じ
て
到
着
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
シ
ャ
ル

a
 

シ
ャ
ル
ボ
ニ
エ
ー
ル
の
森
を
境
と
し
て
、
そ
の
西
の
住
民
は
シ
ャ
ル
ル
を

マ
l
ス
ガ
ウ
伯
ジ
ル
ベ

l
A
E
H
Z
ユ
日
回
目
o
t
oユロ帥

ロ
テ
l
ル
側
に
つ
い
た
。

ル
は
予
定
通
り
に
キ
エ
ル
ジ
ー
に
着
い
た
。
し
か
し
そ
の
時
、

歓
迎
し
た
が
、
東
の
人
々
は
シ
ャ
ル
ル
か
ら
離
反
し
、

以
下
、

ム
1
ズ
・
エ
ス
コ

l
両
河
の
聞
の
伯
た
ち
と
思
わ
れ
る
エ
ラ
ン
フ
リ
ド
出
0

8
口
同
氏
《
伊
国

2
8同片山内宮
jp
ブ
！
ヴ
∞
O
ロ〈
0
・回
0
4
0

c

m
 

等
が
、
サ
ン
・
ジ
ョ
ス
の
俗
人
修
道
院
長
オ
ド
ゥ
ル
フ
ス
伯
の
煽
動
に
よ
っ
て
、
「
誓
っ
た
信
を
無
視
し
て
」
離
反
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
シ
ャ
ル
ボ
ニ
エ
ー
ル
の
森
の
線
で
の
分
断
は
、

エ
ス
ペ
イ
ド
創
出
∞
∞

σa－
O

オ
l
タ
ン
伯
を
多
出
さ
せ
た
よ
う
な
伯
家
系
に
、
重
大
な
支
障
を
与
え
た
乙
と
で
あ
ろ
弘
。

例
え
ば
エ

1
ベ
ル
ン
グ
家
の
よ
う
に
、

ム
l
ズ
川
の
北
、

に
発
生
地
を
有
し
な
が
ら
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
は
キ
エ
ル
ジ

1
で
、
母
ユ

l
デ
ィ
ッ
ト
が
ピ
ピ
ン
二
世
の
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
を
知
り
、
急
い
で
ア
キ
タ

一
ア
に
引
返
し
た
が
、

そ
の
際
ロ
テ
ー
ル
の
許
に
、

ユ
l
グ、

ア
ラ
l
ル、

ジ
エ
ラ
l
ル
の
A
V
S
E

－。2
H
H
m
w
H
門吉印、

エ
刊
シ
ロ
ン

Hwm口
oロ

国
om

－E
の
四
人
を
使
者
と
し
て
送
り
、
「
神
と
父
（
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
）
と
が
、
彼
（
ロ
テ

i
ル
）
の
同
意
の
下
に
彼
（
シ
ャ
ル
ル
）
に

与
え
た
王
国
を
と
こ
と
ん
混
乱
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
臣
下
た
ち
を
、
彼
か
ら
離
反
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
願
っ
た
。
」

乙
乙
に
登
場
す
る
ユ

1
グ
は
、
お
そ
ら
く
ユ

l
グ
・
ラ
ベ
で
あ
る
。
彼
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
シ
ャ
ル
ル
マ

l
ニ
の
庶
子
で
あ
り
、

サ
ン
・
カ
ン
タ
ン

∞刷剛山口仲

i
p
g
W
E
E－
ω・
ρロ
山
口
昨
日
丘
、

サ
ン
・
ベ
ル
タ
ン
、

ロ
ッ

J

フ

F
o
σ
σ
o∞－ 

〉

5
E
S
F
mロ
E
g色
白
の
修
道

ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
治
世
の
最
後
の
六
咋
間
文
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シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
l
グ
、
八
四
O
年
（
森
）

一六
O

山
本
稿
一
一
ニ
八
買
、
及
び
注
川
。

立

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

i
ヴ
と
ロ
テ
ー
ル
と
は
、
八
四

O
年
十
一
月
以
降
に
オ
ル
レ
ア
ン
で
対
陣
し
、
ロ
テ
ー
ル
は
「
シ
ャ
ル
ル
に
、
ァ

キ
タ
ニ
ア
、
セ
プ
テ
ィ
マ
ニ
ア
、
プ
ロ
ヴ
イ
ン
キ
ア
、
お
よ
び
ロ
ワ
l
ル
・
セ

1
ヌ
両
河
の
聞
の
一

O
伯
管
区
を
譲
」
っ
て
事
を
収
め
よ

う
し
た
。
乙
の
と
と
を
不
満
と
し
て
、
忠
誠
解
除
に
よ
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
シ
ャ
ル
ル
の
匂
民
自

2
2
を
、
我
々
は
乙
乙
で
可
能
な

限
り
特
定
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
行
論
か
ら
、

乙
の
時
に
シ
ャ
ル
ル
の
身
辺
に
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、

一
タ
ー
ル
、
文
書
局
長
ル

ィ
、
ュ

l
グ
・
ラ
ベ
、

セ
、
不
シ
ャ
ル
・
ア
ラ
l
h
w
、
ル
・
マ
ン
司
教
ア
ル
ド
リ
ク
ス
、
オ
ー
タ
ン
司
教
モ
ド
イ
ヌ
ス
、

ア
ヴ
ア
ロ
ン
伯
オ

.，－，；；、

Jレ、

オ
l
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
伯
ジ
エ
ラ
l
ル、

オ
ル
レ
ア
ン
伯
ウ
1
ド
、
ム

l
ズ
・
エ
ス
コ

l
両
河
の
聞
の

ea 

エ
ジ
ロ
ン
及
び
グ
ン
ボ
ー
ル
の
三
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
我
々
は
こ
の
時
ロ
テ
l
ル
か
ら
提
示
さ
れ
た
シ

エ
ル
ボ
l
ジ
ュ
伯
ル
ノ
l
、

伯
た
ち
、
す
な
わ
ち
オ
1
ジ
ェ
、

ャ
ル
ル
の
取
り
分
を
、
具
体
化
す
る
乙
と
が
出
来
よ
う
。
ア
キ
タ
ニ
ア
と
は
、
ク
レ
ル
モ
ン
・
リ
モ

l
ジ
ュ
・
ア
ン
グ
レ

l
ム
を
結
ぶ
線

か
ら
北
を
意
味
す
る
。
乙
の
乙
と
か
ら
上
掲
の
人
名
に
は
、
リ
モ

l
ジ
ュ
伯
ラ
テ
ィ
エ
と
ア
ン
グ
レ

l
ム
伯
チ
ュ
ル
ピ
オ
ン
が
加
え
ら
れ

よ
う
。
乙
の
部
分
は
、
八
三
九
年
の
決
定
後
、
直
ち
に
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
自
身
が
乗
り
出
し
て
、
お
そ
ら
く
は
シ
ャ
ル
ル
の
昌
吉
田
宮
と

九
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
線
の
南
に
は
、
ケ
ル
シ

l
伯
に
保
護
さ
れ
た
ピ
ピ
ン
二
世
が
お
り
、
セ
プ
テ
ィ
マ
ニ
ア
に
は
ベ
ル
ナ
l
ル
が
い

た
。
セ
！
ヌ
川
以
北
の
一

O
伯
管
区
と
は
、
た
ま
た
ま
シ
ャ
ル
ル
の
許
に
亡
命
し
て
い
た
司
教
ア
ル
ド
リ
ク
ス
の
、

ル
・
マ
ン
管
区
を
指

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
八
四
O
年
十
一
月
段
階
で
最
も
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
た
の
は
、
八
三
七
年
分
割
案
の
北
辺
を
形
成
す
る

ム
1
ズ
・
エ
ス
コ

l
両
河
の
聞
の
伯
た
ち
で
あ
り
、
八
三
九
年
分
割
案
に
よ
っ
て
シ
ャ
ル
ル
に
宛
て
ら
れ
た
部
分
｜
｜
例
え
ば
オ
l
タ
ン

ジ
ャ
ル
ル
に
忠
誠
で
あ
っ
か
。

司
教
や
ア
ヴ
ア
ロ
ン
伯
｜
｜
は
、



八
四
O
年
十
一
月
に
シ
ャ
ル
ル
の
宮
山
田

2
2
が
破
棄
し
よ
う
と
し
た
宣
誓
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

J¥. 

七
年
に
シ
ャ
ル
ル
の
取
り
分
と
し
て
指
定
さ
れ
た
「
部
分
に

Z
B出
。

E
を
も
っ
司
教
、
修
道
院
長
、
伯
及
び
王
の
ヴ
ァ
ッ
サ
ル
た
ち

は
、
〔
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
〕
帝
の
命
令
に
よ
り
、
彼
の
前
で
シ
ヤ
ル
ル
に
託
身
し
、
宜
容
に
よ
っ
て
、
忠
誠
を
確
約
し
た
。
」
八
三
八
年
に
、

H
E
5
2
2
は
、
シ
ャ
ル
ル
に
「
手
を
与
え
、
宣
誓
に
よ
っ
て
忠
誠
を
か
た
め
、
居
あ
わ
せ
な
か
っ
た
も
の
の
何
人

。，u

か
も
、
後
に
同
様
に
な
し
た
。
」
八
三
九
年
の
記
事
に
類
似
の
言
及
は
な
い
が
、
乙
こ
で
も
ま
た
同
様
に
、
当
該
部
分
に

Z
5片山口目白を

ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
の

も
つ
も
の
の
託
身
と
、

そ
れ
に
伴
う
忠
誠
誓
約
が
あ
っ
た
と
前
提
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
問
題
と
な
る
戦
術

的
な
忠
誠
破
棄
も
ま
た
、

zsmaω
を
持
つ
も
の
の
託
身
放
棄
を
し
か
意
味
せ
ず
、
そ
の
効
果
は
、

シ
ャ
ル
ル
の
匂
片
山
5
0
3叫
に
と
っ

て
は
、
万
一
の
場
合
の

Z
5出
。

E
保
持
の
継
続
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、

ロ
テ
！
ル
に
捕
え
ら
れ
た
場
合
に
、
宣
誓
途
反
の
罪
を
間

わ
れ
、
あ
る
い
は

σsomaω
没
収
を
も
っ
て
脅
迫
さ
れ
る
危
険
を
避
け
て
、
身
軽
に
な
る
乙
と
で
あ
っ
た
と
理
解
し
得
ょ
う
。
事
実
乙

マa

ロ
テ
ー
ル
側
に
移
っ
た
。

の
時
以
後
、

オ
l
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
伯
ジ
エ
ラ
l
ル
と
グ
ン
ボ
ー
ル
と
は
、

以
上
か
ら
我
々
は
、
託
身
に
伴
う
忠
誠
が
当
時
決
し
て
終
身
の
拘
束
力
を
も
た
な
か
っ
た
乙
と
を
確
信
す
る
と
と
も
に
、
と
の
忠
誠
が

。，u

か
つ
て
の
王
（
帝
）
国
全
臣
民
の
忠
誠
に
と
っ
て
代
っ
た
と
す
る
解
釈
に
も
疑
問
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
八
O
六
年
以
来
、
い
わ
ゆ
る

の
保
持

は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
｜
｜
げ

g丘
町
宮
は
と
れ
を
、
各
人
の
属
す
る
詰
問
ロ
ロ
B
に
お
い
て
の
み
保
有
す
べ
き
乙
と
を
命
じ
て
来
か
。

「
分
国
令
」
は
、

一
貫
し
て
一
人
の
王
に
の
み
託
身
す
べ
き
こ
と
を
ヴ
ア
ツ
サ
ル
た
ち
に
命
じ
、

｜
｜
世
襲
財
産

Z
H白色
門
目
的

と
の
こ
と
は
、
分
割
の
あ
り
方
如
何
が
、
直
ち
に
王
の
ヴ
ァ
ッ
サ
ル
で
あ
る
伯
個
人
、
あ
る
い
は
伯
家
系
金
体
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え

得
る
と
と
を
意
味
す
る
。
パ
リ
伯
ジ
エ
ラ
ー
ル
の
行
動
は
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

教
会
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
対
応
は
、
純
理
的
な
そ
れ
と
現
実
的
な
そ
れ
と
に
分
れ
た
。
ラ
ン
ス
大
司
教
エ
ボ
と
、

サ
ン
・
ド
ニ
修
道

院
長
ヒ
ル
ド
ゥ
イ
ヌ
ス
の
理
念
は
、

セ

l
ヌ
以
北
を
一
挙
に
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
か
ら
引
き
は
な
し
た
。
リ
ヨ
ン
大
司
教
管
区
に

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
l
ヴ
、
八
四
O
年
（
森
）

一占ハ



シ
＋
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ
1
ヴ
、
八
四
O
年
ハ
森
〉

一六

属
す
る
部
分
も
、
仮
に
ア
ゴ
バ
ー
ル
が
充
分
に
健
康
で
あ
り
、
多
く
の
司
教
位
が
た
ま
た
ま
空
位
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
帰
趨
は
疑
わ

し
い
。
純
理
派
を
支
え
た
理
念
は
、
八
一
七
年
の

O
E
E
m昨

日

O
H
B
宮
島
と
八
二
九
年
の
パ
リ
第
六
公
会
議
と
が
打
出
し
、
完
成
し
た
教

会
・
帝
国
統
一
の
理
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
兄
ロ
テ
ー
ル
は
八
一
七
年
に
す
で
に
皇
帝
に
任
ぜ
ら
れ
、
八
二
五
年
に
は
ロ

1
7

で
教
皇
の
聖
別
を
受
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
他
の
兄
弟
た
ち
は
、
｜
｜
そ
れ
ぞ
れ

8
g
m
m
g
と
と
も
に
｜
｜
「
王
の
名
を
与
え
ら
れ

る
」
に
留
っ
て
い
た
。
八
四
O
年
六
月
に
ル
イ
・
ル
・
ピ
ウ
が
死
ん
だ
瞬
間
に
お
い
て
、
教
会
の
眼
か
ら
見
て
当
事
者
能
力
の
あ
る
存
在

は
、
ロ
テ
l
ル
以
外
に
な
い
。
遺
言
に
基
づ
く
分
割
の
実
施
は
、
ロ
テ
ー
ル
の
意
図
と
承
認
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場

は
、
少
く
と
も
教
会
人
に
と
っ
て
、
充
分
に
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
代
襲
相
続
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
ピ
ピ
ン
二
世
の
立
場

は
、
さ
ら
に
弱
い
。
代
襲
相
続
に
つ
い
て
は
、
八
O
六
年
以
降
明
瞭
な
規
定
が
存
在
し
て
い
る
。
八
O
六
年
と
八
三
一
年
の
規
定
は
、

当
該
「
王
国
」
の
ポ
プ
ル
ス
に
よ
る
選
挙
と
、
亡
父
の
兄
弟
た
ち
の
同
意
と
を
要
求
し
て
い
る
し
、
八
一
七
年
の
規
定
は
、
明
瞭
に
、
そ

却

の
執
行
を
ロ
テ
ー
ル
に
委
ね
て
い
る
。
従
っ
て
ピ
ピ
ン
二
世
は
、
無
条
件
に
ピ
ピ
ン
一
世
の
後
継
者
た
る
ζ

と
を
主
張
し
得
な
か
っ
た
筈

で
あ
る
。

如
上
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
八
四
O
年
後
半
に
お
い
て
、

ロ
テ
ー
ル
の
地
位
以
外
に
定
ま
っ
た
も
の
は
何
一
つ
な
く
、

レ
イ
，
．
レ

’’
d

，，
 

ピ
ウ
の
遺
言
執
行
に
当
っ
て
も
、
当
事
者
能
力
あ
る
も
の
は
彼
一
人
で
あ
っ
た
。
教
会
が
こ
の
見
解
を
と
っ
た
場
合
に
、
周
囲
の
人
々
に

対
す
る
説
得
は
比
較
的
容
易
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
む
し
ろ
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

1
ヴ
に
余
り
に
も
近
か
っ
た
ニ
タ

ー
ル
の
記
述
に
、
過
度
の
感
情
移
入
を
す
る
乙
と
を
戒
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ず
が
、
託
身
に
伴
う
そ
れ
で
は
な
い
、
真
の
王
に
対
す
る
忠
誠
響
約
を
臣
下
に
期
待
し
得
る
時
期
は
何
時
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
教
会
に
よ
る
塗
油
が
行
わ
れ
た
後
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
シ
ョ

l
ヴ
研
究
を
筆
者
に
慾
題
さ
れ
た
の
は
、

ル
マ
リ
ニ
エ
教
授
で
あ
る
。
同
教
授
は
、

一
九
八
O
年
六
月
一
九
日
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J
2・
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MHINN－

E
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F
Fと
2
9
γ
戸
冊
師
国

n
g
皆

g
E－BH
5
9言
語
酔

O
H
H
E
5・
含
切
・
拘

0
・神－

E
（

H
8
8・句・

ωHla・
は
、

h
き
・
国
百
三
・
・
担
。

∞怠－

v
a－
に
よ
り
つ
つ
、
乙
れ
を
ア
キ
タ
ニ
ア
王
と
し
て
の
塗
油
で
あ
る
と
す
る
諸
説
守
－

s－
P
N・
〉
や
、
八
四
O
年
十
二
月
二
二
日
を
塗
油

の
日
付
と
す
る
諸
説
な
－

s・回・
6
に
対
し
て
、
八
四
八
年
六
月
六
白
を
塗
油
の
日
付
と
す
る
。
八
四
八
年
を
ア
キ
タ
ニ
ア
王
と
し
て
の
塗
油
の

日
付
と
す
る
ζ

と
は
、
八
四
一
年
の
復
活
祭
ハ
四
月
一
七
日
〉
に
、
ト
ロ
ワ
滞
在
中
の
ジ
ャ
ル
ル
の
許
に
ア
キ
タ
ニ
ア
か
ら
奇
跡
的
に
王
の

山
口
弘
宮
函
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う

Z
3ま
岡
田
・
口
・
∞
－

v
g・
の
記
事
と
調
和
し
な
い
し
、
八
四
O
年
十
二
月
説
に
は
根
拠
が
な
い
。

ζ

れ
が
事

実
な
ら
ば

Z
4
E岡
田
・
口
・
間
・
が
言
及
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
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